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令和元年 第６回 三朝町教育委員会 定例会 議事録 

 

開 会 日 令和元年１０月２５日（金曜日） 

開 催 場 所 三朝町役場 第３会議室 

出 席 者 西田寛司教育長 

芦田準子委員、大丸満壽委員、塩谷俊樹委員、石田仁樹委員 

欠 席 者 な し 

説明等の出席者 藤井教育総務課長、佐々木社会教育課長、馬野社会教育課参事、小谷指導主事、

角田教育総務課長補佐 

報 告 事 項 三朝町望ましい学校施設検討委員会の設置について 

 令和元年度市町村教育委員会研究協議会（第２ブロック）の開催に係る分科会

等について 

 蔵書点検の結果について 

  

議 事 なし 

  

協 議 事 項 通級指導教室の指導希望について 

  

そ の 他  

 

会 議 の 内 容 

１ 開  会 午後４時 

 教育長   開会に先立ちまして、石田仁樹さんが新たに教育委員として 10月１日付

で任命されました。ここでご挨拶をいただきたいと思います。 

石田教育委員 ご紹介いただきました石田仁樹です。長い間、岡山で仕事をしていまし

て、帰郷後、人権教育推進員として３年間務めさせていただきました。中前

前教育委員の後任ということで、大役ではありますが、教育について学ん

でいきたいと思います。よろしくお願いします。 

教育長 ありがとうございました。そうしますと、令和元年第６回定例会を開会

します。 

  

２ 前回議事録 

の承認 

前回の議事録の承認ですが、塩谷委員、芦田委員に確認いただき署名を

いただいております。 

  

３ 議事録署名委員 

の指名 

本日の議事録署名委員は芦田委員、大丸委員を指名いたします。 

  

４ 報告事項   

 教育長  はじめに私から報告しますが、まず、10月 23日に開催された「温泉を活

用した健康づくり全国大会」にご参加いただきありがとうございました。

「三朝小学校３年生児童の発表が非常に良かった。」と来場された方から好

評をいただきました。３年生とは思えない素晴らしい演出だったと感じて

おります。  
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  それから、三朝中学校 1 年生の福田桜穂さんが、香港で開催されるアジ

アドッジボールチャンピオンシップ 2019 に日本代表選手として出場され

ています。上位入賞を果たすと世界大会へ繋がるということをお聞きして

います。 

  10月 28日には、鳥取県教育行政連絡協議会が開催されます。今年は少し

早めの開催となっていますが、これは教員人事も例年より早くなるという

ことで、各学校長には異動希望の調書が届いておりまして、先日から話題

となっている講師が不足するという話と連動しておりまして、早めに教員

を採用し、講師を確保したうえで、来年度に向けて人員配置を検討すると

いうことです。なお、協議会の会議内容は多岐にわたる膨大な資料をもと

に、県から説明がなされます。私としては細かな説明よりも事業イメージ

が湧くような説明をしていただければとお願いしようと思います。 

  10月 30日には、部落解放・人権政策確立要求第２次中央集会に私が参加

し、国会議員の方々に要望書をお渡します。本町は秋季ということで出掛

けていきます。 

  11 月５日、６日は後ほど説明がありますが、市町村教育委員会研究協議

会（第２ブロック）が鳥取市で開催されます。第２ブロックというのが西日

本ブロックのことで、鳥取県が最後となりますが、是非、皆さんご参加いた

だきますようお願いします。 

  11月８日、11日と保育園、学校訪問がございますので、そちらもよろし

くお願いします。 

  また、11 月２日の中学校文化祭の時にフランス交流訪問団の成果発表会

があると思いますので、報告書はまだ出来ておりませんが、一旦はそちら

で生徒たちの交流の様子をご覧いただければと思います。文化ホールで開

催されますので、是非、ご参加ください。 

 以上簡単ではありますが、私からの報告とさせていただきます。続いて

教育総務課から報告をお願いします。 

 事務局 はじめに 10月７日の 16:30から訪台の学習会ということで、台湾石岡中

学校生徒と本町の生徒がテレビ電話を活用し、中国語や英語による交流学

習を行っております。 

 （資料に基づき行事予定、小中学生の大会成績を報告） 

 （1）三朝町望ましい学校施設検討委員会の設置について 

   続いて３ページ目をご覧ください。三朝町望ましい学校施設検討委員会の

設置についてということで、望ましい校舎像につきましては、教育委員会と

しても５月の臨時会でお示しさせていただきましたが、これを基に三朝町立

三朝小学校基本設計業務をＪＶ企業体に発注委託をしております。この設計

業務の中で検討されたものを検討委員会で専門的な知見からの意見をいた

だきながら、進めたいと考えております。次の４ページ目につきましては、

まだ案の段階ではありますが、設置要綱として、委員 10 名以内で委員会を

設置し、協議を進めていこうと考えておりますのでご報告いたします。 

 教育委員 すいません。これは事務局としてこのようなことを考えているという、

一先ずの報告であり、教育委員会として協議・検討するのは後日というこ

とですね。 

 事務局 まだ設計業務の中でも検討する資料等がございませんので、成果品等を

基に検討委員会で意見をいただきながら、教育委員会の中で（話の途中） 

 教育委員 すいません。そういう意味ではなくてこれは検討委員会ですか。これは

案として、事務局が作成した資料ということですよね。ですから、本日の教

育委員会の中でどうするかとかではなく、後日、この委員会の設置につい
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て協議、検討するということですよね。これは事務局としてこういうこと

を考えているという案の報告ですよね。 

 事務局 はい。こういうことで進めていくという（話の途中） 

 教育委員 進めていくというのはどういうことですか。 

 事務局 進めていきたいという案です。 

 教育委員 ですよね。もちろん、前に進めていくには教育委員会で協議、検討します

よね。 

 教育長 報告事項ではなく協議事項ではないですかということですね。 

 教育委員 そういうことです。 

 教育長 あくまで案ですから、一旦、提案してご検討いただいて次回の教育委員

会で協議をしましょうということでしたら理解できるということですね。 

 教育委員 そうです。報告事項というのはおかしいのではないですかということで

す。 

 教育長 そのあたりはいかがですか。 

 事務局 はい。事務局としてこのようなイメージで進めていきたいということで、

内容については、次回、具体的な内容についてはご協議いただいて進めて

いきたいと考えています。 

 教育委員 そうですよね。今日はこういう体制を事務局で考えているという報告で

すよね。事務局案のまま公表するなんてあり得ないですよね。事務局案を

教育委員会で協議、検討したものが外へ出ていくのであって、事務局案の

ままで外に出すのはおかしいということを言いたいです。 

 教育長 要するに、事務局で検討してこういうたたき台を作りました。今日はお

時間がありませんから、持ち帰って検討いただいて、次回の教育委員会で

協議をして成案とし、進めていきますということですね。 

 教育委員 ということでよろしいですよね。それと、現段階で再検討いただきたい

ところがありまして、これは検討委員会ですか。望ましい学校施設を検討

するのは教育委員会ではないですか。あくまでも教育委員会で検討したも

のを専門的知識がある方々に諮問するのではないですか。この委員会は検

討する会ですか。おかしくないですか。 

 事務局 基本設計の中で教育委員会に議論いただく前の段階のものを検討して、

教育委員会で協議し、またそれを検討していくという（話の途中） 

 教育委員 それはおかしいと思います。前回の定例会で申し上げたと思いますが、

この検討委員会の目的はなんですか。私、何のためにこの検討委員会が必

要なのか分からないですけど。目的があやふやではっきりしていませんよ。

以前の小学校統合準備委員会でも、教育委員会として素案をまとめ上げて

協議いただくものを、丸投げしたがために大混乱したということを申し上

げましたよね。資料３ページの検討委員会の検討事項を外部委員会で検討

するなんてナンセンスですよ。これは教育委員会でどの方向性で行くのか

協議、検討して決めたものに意見をいただかないと、校舎設計に教育委員

会は必要ないということになりますよ。おかしいと思いませんか。 

 教育長 補足しますと、基本設計は発注しましたので、その設計業務の中で成果

物が挙がってきます。その過程で意見をいただくということで、提出され

た成果物が完成品ではなくて、教育委員会の中で協議して成案にしていく

作業があります。 

 教育委員 今、教育長がおっしゃったように、基本設計を一旦、教育委員会で受けて

協議、検討、修正した案を、この検討委委員会に提供するということではな

いですか。この資料の流れですとおかしいと思いますが。 

 教育長 この資料として教育委員会が一番下に記載されて、基本設計を組み立て
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行くときの話がメインになっていますから、基本設計業務から一定の方向

性が出たときに教育委員会でこれで良いかどうか確認を取りながら最終的

に教育委員会が成案として作成していくということです。ですが、この検

討委員会で多様な知見を持っていらっしゃる方々から意見をいただいて、

設計業者がまとめていきます。それはイメージするとしたら、文化財の三

徳山正善院の建築において、専門家の意見をいただきながら進めています。

それがまとまった時点で国の補助金等にも繋がっていくと。要は意見を聴

いて組み立てていき、一定の成果物ができたときに教育委員会にもお諮り

して、最終案を決定いただく。それが総合教育会議に提出し、町長の最終決

定をいただくということです。 

 教育委員 ですが、教育委員会でも並行して協議、検討すべきだと思います。私、検

討委員会とありますが、委員構成にＰＴＡ役員が入っていますが、何につ

いての専門的意見をいただくのでしょうか。てっきり、こういう方が委員

となるのだから、当然、諮問機関だと思ったのですが。専門的な知識者が入

られるのであれば、先ほどの教育長のお話も納得できますが。私たちは設

計に関して専門的ではありませんから。しかし、この検討委員会のメンバ

ー構成だとしたら、それは諮問機関ではないかなと思います。違うメンバ

ーにしないといけないと思います。 

 それから、要綱第２条の検討に必要な調査・研究とありますが、構成メン

バーに入っているＰＴＡ役員の方が何を調査・研究するのでしょうか。私

たち何を調査・研究するのですかと言われますよ。おかしくないですか。で

すから、この検討員会の目的が分かりません。立ち上げるのならキチンと

しないとまたグチャグチャになりますよ。 

 こういったことが疑問としてありましたから、報告事項ではなくて、協

議事項ではないですかと申し上げたのです。 

 その他にも事前資料では会議の招集が町長なのか教育長なのか曖昧でし

たし（話の途中） 

 教育長 本日の資料の要綱からは町長を削除しましたが、その他、曖昧な部分が

あるがために、先ほどからのご意見のように検討委員会の目的がはっきり

しない（話の途中） 

 教育委員 学校施設の検討について教育委員会が主体なのか、町長部局が主体なの

かが非常に分かりにくいです。 

 教育長 目的が分かりにくく、会の立ち位置がはっきりしていないということで

すね。要は基本設計の組み立ての中で、専門的な意見を取り入れて仕上げ

ていくのと、教育委員会が学校関係者に諮問して基本設計を組み立てるこ

とが、ごちゃ混ぜになっていて、会の性格がはっきりしないというご意見

をいただきましたので、それを含めて次回までに整理しておいてください。 

 教育委員 この３ページ目の資料の中の検討委員会のところに、地域学校協働活動、

放課後児童クラブについて、設計の専門家の方がこういったことを協議す

るのかなと思いましたし。 

 教育長 多分、これは施設設備のことですからね。 

 教育委員 この資料３ページにある【小学校校舎等基本設計】をして設計案を提示

するのは誰ですか。 

 事務局 基本設計業務の受託業者です。 

  

  

 教育委員 この【小学校校舎等基本設計】の中では教育委員会は絡まないのですか。 

 教育長 絡むというか実務的に事務局は関わらないと業務が進まないということ
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でしょうけれど。 

 教育委員 事務局が関わるということであれば、我々教育委員も設計について意見

を述べたり、調査や研究を行うこともありますよね。それを検討委員会に

諮問して意見を聴取して教育委員会が方針を確認するというのであれば、

検討委員会は諮問機関というだけの委員会になりませんか。設計するわけ

ではないのでしょう。 

 事務局 はい。検討委員会は設計協議をするところではありません。このイメー

ジ図ですと、検討委員会と設計が物事を決めて教育委員会に下ろしている

ように見えますが、検討したものを随時、教育委員会で協議いただき、変更

があれば設計に戻すというような動きの中で進めていくイメージではあり

ますが。 

 教育委員 そうであるなら、検討委員会、設計の同列に教育委員会が入っていない

と蚊帳の外にいる感じがして、事務局提案をただ承認するだけに見えるん

ですよ。教育委員会は「方針の確認」で検討ではないですから。 

 教育長 要するに教育委員の立ち位置が明確でなく、本来は方針の確認ではなく

て教育委員会としての考えをまとめるところも必要ではないかと。当然、

専門家をメンバーとする検討委員会にご意見をいただくと同時に教育委員

としても検討する機会が必要ではないかということですね。そうしないと

教育委員会の考え方にはなりませんよというご意見でした。そのうえで総

合教育会議に教育委員会としての考えを提示してまとめていくということ

です。そのあたりを修正して次回は協議事項に挙げていただくということ

でお願いします。 

 教育委員 よろしくお願いします。 

 教育長 とりあえず、たたき台としてこれをご確認いただいて、次回よろしくお

願いしたいと思います。 

その他よろしいでしょうか。では次の報告をお願いします。 

 (2) 令和元年度市町村教育委員会研究協議会（第２ブロック）の開催に係る

分科会等について 

事務局 続いて５ページ目をご覧ください。 

 （資料により説明） 

 教育総務課からの報告事項は以上です。 

 教育長 続いて社会教育課お願いします。 

事務局 （資料に基づき行事予定を報告） 

  社会教育課からは以上になります。 

 教育長   図書館も続けてお願いします。 

事務局 （資料に基づき行事予定を報告） 

 (3) 蔵書点検の結果について 

 （資料により説明） 

 以上、図書館からの報告です。 

 社会教育課、図書館から報告がありましたが、何かご質問、ご意見があり

ましたらお願いします。 

教育委員 蔵書点検の不明本にある一般の１～９の分類はなんですか。 

事務局 申し訳ありません。ＮＤＣ（日本十進分類法）によって、「０」の総記か

ら始まって、哲学ですとか、歴史、社会科学などに分類され、「７」は芸術

に分類されます。いわゆる工芸とか絵画、スポーツ、茶道、音楽などの分類

となります。 

教育長 ラベルに３桁表示がしてありますが、その一番左の大分類だけを記載し

ていますから、補足説明があった方が分かりやすかったですね。 
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 他にはいかがでしょうか。 

教育委員 よろしいでしょうか。社会教育課の行事予定に成人式の実行委員会とあ

りますが、これは教育委員会の所管ですか。 

事務局 成人式行事の所管は総務課が担当しております。 

教育委員 総務課ということは町長部局が所管ということですか。 

事務局 はい。町長部局が所管しておりますが、社会教育分野での関わりもござ

いますので、実行委員会の協議の場に参画しております。 

教育委員 なぜ、このような質問をしたかというと、例年、１月 12・13日の開催で

すよね。 

事務局 はい。例年、「成人の日」の前日の日曜日に開催しています。 

教育委員 最近よく耳にするのが、夏休み期間中やお正月の時期に開催する市町村

もありますよね。三朝町はお正月が終わった次の成人の日の前に開催して

います。もっともこれは理由があってこの日程にされているのだと思いま

すが、遠方から参加する方は、一度、お正月に帰省して、また居住地に帰っ

て、また三朝町に来なくてはならないということが非常に難しくて、参加

したくても参加しにくいという声を聞くので、この日程はどこが決めてい

るのかなということが知りたくてお聞きしました。教育委員会では決めら

れないものでしょうか。 

教育長 町が行う式典で、表彰式や合併の記念式、成人式とか、いわゆる町長が主

催するものは、ほぼほぼ全て総務課が取り仕切りますので、そこで決まり

ます。なぜ、社会教育が関わっているかというと、青少年教育の分野でかつ

ては高校生フォーラムであるとか、青少年の関わりが非常に強いので、子

どもたちの企画立案の取りまとめを社会教育が担っていました。そういう

意味で、ただ今のご意見は総務課にお届けしてください。 

教育委員 この日程が良いという方も当然いらっしゃるだろうし、お正月の帰省に

合わせて開催してほしいという方もいらっしゃると思いますので。 

教育長 かつてアンケートを実施したと思いますが、御記憶にございませんか。

夏休みに開催するか、成人の日に開催するかという設問でアンケートが実

施されたような記憶がありますが。 

教育委員 その時の結果は覚えていらっしゃいませんか。 

教育長 多分、成人の日が良いという意見が多かったと思います。やはり「成人の

日」だからという理由で。夏休みですと祝う気持ちがぼやけてしまうとい

う当時の風潮があったのではないでしょうか。倉吉市は当時も夏休みに開

催されていましたけどね。 

教育委員 かなり前は１月１５日に固定していたと思います。本来であれば固定す

べきだと思いますが。 

教育委員 今の三朝町の若者たちは、大学進学や都市部への就職等でそのまま町内

に住んでいる方が少なくなっていますから、保護者からも出来れば他市町

村のように正月の帰省の際に開催できないかという意見を言お聞きしま

す。でも、それは三朝町としての考えなのかなとあまり気にはしていませ

んでしたが、そういうお考えの家庭もいらっしゃるのではないでしょうか。 

教育長 ご意見として、あらためて皆さんのご意向をお聞きしてはどうでしょう

かと総務課に繋げておいてください。 

 その他はいかがですか。よろしいでしょうか。 

各教育委員 （意見等なし） 

教育長 それでは報告事項は以上とさせていただいて、５の議事については特に

ございません。続いて協議事項について事務局から説明をお願いします。 
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６ 協議事項   

 通級指導教室の指導希望について 

事務局 こちらについては、個人情報が含まれますので、非公開とさせていただ

きます。 

【非公開で報告】 

（資料により説明）個人情報であり詳細は非公表 

 教育長  皆さんからご質問、ご意見がありましたらお願いしたいと思います。 

各教育委員 各委員異議なし・・・（承認） 

 教育長 そうしますと特にご意見が無いということで通級指導を行うということ

で承認いただいてよろしいでしょうか。 

教育委員  初めてなので教えていただきたいのですが、申請書には通級指導期間を記

載するようになっていますが、未記入なのはどうしてですか。 

事務局  本日の定例会の協議結果によって正式に承認いただいた日にちを開始日

にします。また、通級指導の終了日がはっきり分かっているケースはありま

せんので、あえて記載をしておりません。 

教育委員  申請書には例えば、何時いつから指導してほしいとか、２～３年はお願い

したいというご家族の意向があっても記載できないということですか。要は

通級指導教室で指導してくれるかくれないかということについての申請と

いうことですね。 

指導主事  そうですね。通級指導をお願いしたいという申請ですが、当然、学校側と

保護者の方との今後の見通しの中では、支援学級への入級ということも視野

に入ってきますので、それを見越して通級は１年間、１年後には支援学級に

入級という形にはならないところもありますので、あえてここは空けていた

だいているということです。 

教育委員  分かりました。 

教育長  通級指導の申請書には期間の記載は不要ではないかというご意見でした

が、様式自体の話になってきますね。確かに通級指導は終わりが決まるわけ

でもないですし、開始日も学校との折り合いで準備が整わないといけません

から。 

指導主事  中部地区の統一様式ですので、また他の市町に確認させてください。 

教育長  それでは、通級指導希望については許可するということ承認いただいたと

いうことと、様式については通級指導期間については不要ではないかという

ご意見があったことを指導主事の会議等で相談してみてください。お願いし

ます。 

  

７ その他  

 教育委員 教育総務課の行事報告の日付に誤りがありましたので、訂正をお願いし

ます。 

 事務局  申し訳ありません。訂正いたします。 

 教育長  ありがとうございました。他にありますか。 

各教育委員 （意見等なし） 

 教育長   それでは、次回の定例会の日程ですが、事務局から候補日をお願いしま

す。 

 事務局   次回の定例会の日程ですが、案として 11月 27日水曜日の午後１時 30分

からはいかがでしょうか。 

教育長 事務局から 11 月 27 日水曜日の午後１時 30 分からという提案がありまし

たが、皆さんのご都合はいかがでしょうか。 

 各教育委員 （特に予定なし） 



8 

 

教育長                                                        そうしますと次回は 11 月 27 日の水曜日、午後１時 30 分からということ

でよろしくお願いしたいと思います。 

  

  

８ 閉会    

教育長  それでは、以上で第６回三朝町教育委員会定例会を終了させていただき

ます。 

  

 午後４時 47分 

  

 令和元年 第７回定例会を、令和元年 11 月 27 日（水）午後１時 30 分か

ら開催いたします。 

 

 

  

  

  

  

  

  
 


